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第２ 健康福祉部 

1-1 保健福祉課（高齢者支援チーム） 

(1) 高齢者の生きがい、健康づくりと介護予防の推進 

１ 介護予防市町村支援事業【所重点】 

市町村の介護予防事業の効果的な実施を支援するため、市町村や地域包括支援セン

ターとの情報交換会を開催しました。 

また、市町村に対して、地域支援事業による技術的助言を行いました。 

(1) 介護予防事業・地域包括支援センター情報交換会 

   ア 相双管内地域包括支援センター情報交換会 

開催日：平成 26年 7 月 11日 

開催場所：南相馬合同庁舎内会議室 

参加者数：26 名 

イ 双葉郡地域包括支援センター情報交換会（第１回） 

開催日：平成 26年 12 月 3日 

開催場所：郡山合同庁舎会議室 

参加者数：19 名 

ウ 双葉郡地域包括支援センター情報交換会（第２回） 

開催日：平成 27年 3 月 10日 

開催場所：三春合同庁舎会議室 

参加者数：16 名 

(2) 技術的助言 

     実施日：11 月 6 日 

    実施市町村：広野町 

 

２ 百歳高齢者知事賀寿事業 

百歳の誕生日を迎えた県内の高齢者を訪問し、長寿を祝うとともに、敬老思想の高

揚を図りました。 

贈呈者数：57 名 

 

３ 老人クラブ活動等社会活動促進事業【所重点】 

高齢者が生きがいを持ち、健康で豊かな生活を送ることができるよう、老人クラブ

活動等を支援しました。 

補助率: 国 1/3、県 1/3 

交付件数：相馬市外 9 市町村 

 

(2) 介護と医療、関係機関の連携 

１ 地域包括支援センター職員等研修事業 

地域包括支援センターの機能強化を図るため、地域の高齢者ケアの中核機関である

地域包括支援センター職員等を対象とした研修に参画（本庁高齢福祉課主催）すると

ともに、助言・指導を行いました。 
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(3) 介護保険制度の適正かつ円滑な実施 

１ 介護保険者指導事業 

介護保険の円滑な運営を図るため、保険者である市町村に対して、介護保険業務に

関する技術的助言を行いました。 

   実施日：11月 6 日 

   実施市町村：広野町 

          （上記(1)-1-(2)介護予防事業に関する技術的助言と同時に実施） 

 

 

２ 介護保険施設等の指導等事業 

介護保険サービスを提供する施設、事業所における適正な事務の運営を図るため、

介護保険法の規定等に基づき、本庁福祉監査課と合同で指導監査を実施しました。 

実施件数：7 施設 

 

３ 認定調査員等研修事業 

(1) 要介護認定における適正な一次判定を確保するため、現任認定調査員を対象とし

た研修を開催しました。 

開催日：平成 27年 2 月 16日 

開催場所：テクノアカデミー浜 

参加者数：86 名 

(2) 要介護認定における適正な二次判定を確保するため、介護認定審査会委員を対象

とした研修を開催しました。 

開催日：平成 27年 2 月 24日 

開催場所：ロイヤルホテル丸屋 

参加者数：42 名 

 

(4) サービス提供体制の充実と質の向上 

１ 介護サービス提供事業者の指定等事業 

介護保険法に基づく居宅サービス事業所、施設サービス事業所、居宅介護支援事業

所及び介護予防サービス事業所の指定申請（変更を含む）に関する助言・指導を行い

ました。 

(1) 指定申請の電算システム入力 

(2) 指定申請書の審査及び進達 

  

２ 介護サービス基盤の整備事業 

社会福祉法人、市町村等による老人福祉施設の建設事業に対する補助金を交付し整

備を支援しました。 

また、国の介護基盤緊急整備等特例交付金等による基金を活用し、地域の小規模介

護施設等の緊急整備等を支援しました。 

当所は管内の法人等からの補助金関係書類の審査、進達等を行いました。 

交付件数：8 件（2法人、3市村） 
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(5) 認知症対策と高齢者の尊厳の保持 

１ 高齢者虐待防止ネットワーク総合対策事業  

市町村における高齢者虐待の防止、早期発見、虐待を受けた高齢者の保護及び虐待

を行った養護者への対応の適正化を図るため、高齢者虐待対応研修に参画するととも

に、対応体制づくりに努めました。 

 

２ 認知症対策推進事業 

認知症高齢者が住み慣れた地域で安心して生活できるようにするため、認知症高齢

者の地域生活を支援する市町村及び地域包括支援センターの職員、居宅介護支援事業

所の介護支援専門員を対象とした地域関係職員認知症対応力向上研修に参画するとと

もに、支援体制づくりに努めました。  

(6) 高齢者が安心して暮らせる環境の整備 

１ やさしいまちづくり推進事業 

「人にやさしいまちづくり条例」を広く普及させるため、条例の整備基準に適合す

る施設に対し、「やさしさマーク」を交付しました。 

交付件数：2件 

※ 管内交付件数累計：70 件（H27.3.31 現在） 

   

２ おもいやり駐車場利用制度推進事業 

車いす使用者用駐車スペースの適正利用を図るため、利用対象者からの申請に基づ

き利用証を交付しました。 

交付件数：378 件 

 

(7) 高齢者社会対策の総合企画及び調整等 

１ 福島県高齢者福祉計画等推進事業 

市町村の高齢者福祉計画等の進捗状況の管理や課題の検討等を行うため、相双地方

高齢者福祉計画・介護保険事業支援計画策定等連絡会議を開催しました。 

開催日：第１回 平成 26 年 10月 28日 

第 2回 平成 27年 2 月 10日 

開催場所：所内大会議室 

  

(8) 福祉人材の確保 

１ ふくしまからはじめよう。ふくしま福祉人材確保推進プロジェクト【全庁重点・所

重点】 

東日本大震災及び原子力発電所の事故による福祉・介護事業所の深刻な人材不足に

対応するため、緊急的に人材の育成、確保、定着を図るための次の事業が実施されて

います（県社会福祉協議会に委託）。 

ア 福祉・介護人材定着促進事業 

イ 福祉・介護人材育成確保支援事業 

ウ 福祉・介護人材潜在的有資格者再就職支援事業 

エ 福祉・介護人材マッチング支援事業 

   オ 県外からの福祉・介護人材確保支援事業 
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当所は、本庁社会福祉課所管の「福島県福祉・介護人材育成確保対策会議」の地域

版である「相双地域福祉・介護人材育成確保対策会議」を開催し、管内の人材確保の

課題や対策事業の推進等を協議しました。 

また、介護職員の人材確保を検討するために国、県、関係団体で設置された「福島

県相双地域等福祉人材確保対策会議」に参画（実務者会議１回、県高齢福祉課主催）

しました。  

 (1) 相双地域福祉・介護人材育成確保対策会議の開催 

   開 催 日：平成 27 年 2月 10日 

   開催場所：相双保健福祉事務所大会議室 

２ 県外からの福祉・介護人材確保支援事業 

  県外から相双地域等の介護施設等に就職を予定している者に対して、研修受講料や就

職準備金を貸与するとともに、住宅情報の提供を行い、住まいの確保を支援しています

（県社会福祉協議会に委託）。 

 

■要介護（要支援）認定者数（平成 27 年 3月末現在） 

 

 
 

 

計 要支援１ 要支援２
経過的要
介護

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

相馬市 1,810 184 196 0 256 348 291 265 270

南相馬市 3,377 394 495 0 552 549 477 511 399

広野町 277 33 24 0 32 46 52 48 42

楢葉町 443 20 56 0 79 100 79 60 49

富岡町 798 78 110 0 151 162 107 98 92

川内村 233 21 27 0 34 53 43 30 25

大熊町 592 74 96 0 99 99 86 75 63

双葉町 553 60 92 0 99 113 68 61 60

浪江町 1,430 177 222 0 289 285 162 160 135

葛尾村 150 19 19 0 25 25 27 17 18

新地町 415 78 53 0 75 42 53 59 55

飯舘村 513 93 102 0 51 72 78 82 35

管内計 10,591 1,231 1,492 0 1,742 1,894 1,523 1,466 1,243

県 計 104,124 11,513 13,830 0 18,967 19,265 14,971 13,990 11,588

市 町 村

総数
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■要介護度別構成比（平成 26年度） 

 

 

 

小計 要支援１ 要支援２
経過的要
介護

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 小計 要支援１ 要支援２
経過的要
介護

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

相馬市 1,758 180 192 0 248 343 283 253 259 52 4 4 0 8 5 8 12 11

南相馬市 3,280 385 475 0 540 534 462 497 387 97 9 20 0 12 15 15 14 12

広野町 274 33 24 0 32 46 51 47 41 3 0 0 0 0 0 1 1 1

楢葉町 430 19 53 0 79 97 76 59 47 13 1 3 0 0 3 3 1 2

富岡町 779 75 108 0 149 155 103 98 91 19 3 2 0 2 7 4 0 1

川内村 229 21 26 0 33 52 43 30 24 4 0 1 0 1 1 0 0 1

大熊町 570 73 94 0 98 94 82 72 57 22 1 2 0 1 5 4 3 6

双葉町 528 59 86 0 98 106 63 61 55 25 1 6 0 1 7 5 0 5

浪江町 1,387 174 215 0 282 273 156 157 130 43 3 7 0 7 12 6 3 5

葛尾村 149 19 19 0 25 24 27 17 18 1 0 0 0 0 1 0 0 0

新地町 411 77 53 0 74 41 53 59 54 4 1 0 0 1 1 0 0 1

飯舘村 500 90 99 0 48 72 76 80 35 13 3 3 0 3 0 2 2 0

管内計 10,295 1,205 1,444 0 1,706 1,837 1,475 1,430 1,198 296 26 48 0 36 57 48 36 45

県 計 101,381 11,296 13,431 0 18,569 18,663 14,550 13,653 11,219 2,743 217 399 0 398 602 421 337 369

市 町 村

第　　１　　号　　被　　保　　険　　者 第　　２　　号　　被　　保　　険　　者
（６５歳以上の人） （４０歳から６４歳の人）


